消防計画
　　　　　
１．総則　
〔目的及び運用〕
　この計画は、　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災・地震その他の災害の予防並びに安全、及び災害の防止を図ることを目的とし、　　　　に勤務し出入りするすべての者に適用するものとする。
　
〔防火管理者の権限と業務〕
　防火管理者は、　　　　　の　　　　とし次に掲げる業務を行う。
　
· 消防計画の検討及び変更
· 避難・通報・消火訓練の計画とその実施
· 建物等の自主検査及び消防用設備等の自主検査実施と結果の保管
· 火気の使用又は取扱いに関する指揮監督
· 収容人員の管理
· 管理権原者に対する助言及び報告・その他防火管理上必要な業務
· 自主点検の結果を『防火対象物管理台帳』に記録する
２．災害予防管理
　〔予防管理組織〕
　　日常の火災予防を図る為、防火管理者のもとに火元責任者・建物・火気使用設備器具の自主検査を行う者を次のとおりに指定する。
（1） 火元責任者の指定
　　
（2） 自主検査員の指定
建物全体・・・・・・・
火気使用設備器具・・・
少量危険物施設・・・・
〔火元責任者の業務〕
火元責任者は次の業務を行う。
· 担当地域内の火気使用設備器具・消防用設備等の日常における維持管理
· 地震時における火気使用設備器具からの出火防止措置
· 就業時におけるガス給湯器元栓の閉止及び安全管理
· 防火管理者の補佐
· 少量危険物施設の日常における維持管理
 〔自主検査の実施〕
· 建物の自主検査は別に定める点検表に基づき、　月と　月に自主検査員が行いその結果を防火管理者に報告する。
· 火気使用設備器具の自主検査は毎日行うと共に清掃を毎週１回実施する。
· 少量危険物施設の自主点検を１年に１回以上実施する。
　
 〔消防設備等の点検〕
・  消防用設備等の点検について　年に１回消防署に報告する。　　  
消防用設備等点検結果報告書は下記の業者に委託している。
３．自衛消防活動
  〔自衛消防の組織編成〕
を自衛消防隊長とし次により自衛消防を組織する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自衛消防活動に必要な指揮・命令を行う
　　自衛消防隊長・・・　　　　　　　　・消防隊との密接な連携を図る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・避難状況の把握を行う
　　
　　通報連絡班・・・　　　　　　　　・１１９番の通報を行う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自動火災報知設備の発信機、並びに大声等で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　火災の発生を知らせる
　  消 　火　 班・・・　　　　        ・消火器を積極的に活用して初期消火にあたる
                      　　　　　　　　・最寄りの消火器を使用して消火にあたる
                      　　　　　　　　・天井に火が燃え移った場合、又は消火器での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火が困難と判断した場合は、速やかに安全
な場所に避難する
　　
　　避難誘導班・・・　　　　　　　　・各部屋の非常出口を開放し避難誘導にあたる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〔火災を発見した場合の行動〕
· 大声で火災の発生を付近の人に知らせると共に非常ベル等のボタンを押した後１１９番通報をする。
· 自衛消防隊長は消防設備等の設備位置及び屋外に通じる避難経路を明示した避難経路図を参照に職員に周知徹底する。
４．地震対策
〔事前の確認事項〕
· 建物・外壁・建物の袖看板・窓枠・陳列物品等の転倒・倒壊・落下防止の有無
· 火気使用設備器具の転倒・移動・落下防止の処置状況・対震自動消火装置・燃料の自動停止装置等についての作動状況
〔地震時の活動〕
· 火災が発生した場合は自衛消防隊の組織編成表に基づき活動を行う
· 自衛消防隊長は地震の被害状況を把握すると共に　　　　　　に必要な指示を与える
· 第一次避難場所は建物前の広場とし、第二次避難場所は広域避難場所の　　　　とする
　
　
５．教育・訓練
〔職員に対する教育〕
· 消防計画の周知徹底　　※変更又は改正の都度周知徹底さす
· 出火防止対策の周知徹底
· 火災発生時の活動内容の周知徹底
· 地震対策の周知徹底
〔教育の実施時期と方法〕
· 自衛消防隊長並びに防火管理者は　　　　　に対し、春・秋の火災予防運動期間中に火災発生時の活動・地震対策等についての教育を行い、最新の消防計画を配布する
· 　　　　　　　・臨時採用者には最新の消防計画に基づき、その都度教育を行う
　
〔訓練の実施〕
· 自衛消防隊の組織編成表に基づく各自の任務内容に関する実施の訓練
· 　　　　　に対する消火・通報・避難誘導に関する訓練を年　回以上実施する
６．夜間における防火対策
※各室の避難経路は別紙にて記載する　　　　　　　
